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施工ステップ②

杭工事とは

令和2年7月より杭工事に着手しています。

「杭」とは、地中に埋め込む
棒状のものをいい、今回ご紹介
する「杭工事」とは、建物の重
みを地盤に伝える基礎構造物と
しての杭を打設する工事です。
新本庁舎の復元棟は、地下約
22ｍの砂礫層(注1)に、超高層棟
は主に地下約27ｍの土丹層(注2)
に杭を到達させ、建物の荷重
（重さ）を直接地盤に伝えます。
ちなみに、旧本庁舎は松杭
（松の丸太）でした。

注1 砂礫層(されきそう)…砂と礫(石)からなる地層
注2 土丹層(どたんそう)…粘土のような土が固まった地層
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【超高層棟】
現場造成杭
直径2.3ｍ～4.8ｍ(拡底部)
最大杭全長32.7ｍ

この号で紹介する杭工事
【復元棟】
既製コンクリート杭
直径0.9ｍ、杭全長21ｍ

杭工事断面イメージ

用語解説

～出ぬ杭も打たれる？～

「出る杭は打たれる」の諺にあるように、杭を地中に埋め込
む一番簡単な方法が打撃によるものです。建築物の基礎となる
杭も同様で施工方法の一つに打撃工法があります。これは、文
字通り、杭の頭を打つことで地中に杭を埋め込む工法で、騒音
や振動が大きいことから、市街地ではあまり採用されません。
本工事で採用されている既製コンクリート杭は、地中に穴を
掘り、その穴に杭を挿入する工法のため、杭を打つことはあり
ません。それでも杭を施工することは現場では「打設」と呼び
ます。
これは、昔から存在する打撃工法による名残だと考えられま
すが、「杭打ち」、「杭打機」、「打設」など、実際には杭を
打たずとも「打」を使う場面が多くあります。

杭を穴に挿入している様子

復元棟杭工事

超高層棟杭工事



旧本庁舎は松杭でしたが、現在の構造設計で
はより高い耐震性能が求められます。
そこで、復元棟は既製コンクリート杭を採用
しました。
施工方法は、三点式杭打機という大きな機械
を用いて地下約24ｍまで穴を掘ります。
その穴に、既製コンクリート杭をクローラー
クレーンで吊り込み、杭と杭周囲の地盤との隙
間をセメントで固めます。
既製コンクリート杭は、工場で製作され、３
分割（上部６、中央部７、下部８ｍ）の杭を接
続して全長21ｍにつなげます。
なお、超高層棟は荷重がとても大きいので、
さらに固い地層の地下約28ｍの土丹層に届く様
に長く太い杭を造成する必要があり、現場で造
成する工法を採用します。

復元棟の杭工事

施工クローズアップ

３分割の既製コンクリート杭の上部は、水平
方向の力が大きく加わるため、周囲が鋼板で補
強されています。中央・下部の杭は接続部分の
みが鋼板で補強されています。

砂礫層の玉石

上部の杭

中央・下部の杭

クローラークレーン

三点式杭打機

建物の重さを支える地盤を支持地盤といい、復
元棟の支持地盤は砂礫層で、下写真のような玉石
や砂が固まったような地盤です。

復元棟の支持地盤

既製コンクリート杭



松杭は地下水に水没していれば腐
ることが無いと言われていますが、
それを裏付けるように、下の写真の
ように、今回引き抜いた時点でも健
全な状態を保っており、約80年もの
間、旧本庁舎の重さを支え続けまし
た。

むかしばなし

ＷＥＢ ＮＥＷＳ創刊号でもご紹
介しましたが、本庁舎敷地は地下水
位が高く、地表から２ｍ程度で地下
水が染み出てきます。
また、大規模な建物の重みに耐え
られる固い地盤は、地下約22ｍの砂
礫層や、地下約28ｍの土丹層という
地層で、それらより浅い部分は非常
に柔らかい地層になっています。

旧本庁舎の杭

旧本庁舎が工事着手した昭和11年
頃の技術では、地下深く固い地盤ま
で杭を打設することは簡単ではあり
ませんでした。そこで、当時一般的
な工法であった松杭が採用され、長
さ5ｍ、太さ25㎝程度の松杭（松の
丸太）を合計約1,200本打ち込みま
した。
松杭の周りは、割栗石（大きな
石）を並べて突き固めた「割栗地
業」としました。

竣工当時の旧本庁舎

本庁舎敷地の地盤

旧本庁舎新築工事の割栗地業

切梁

切梁を支える棚杭

よく見ると松杭が
確認できます

今回の解体工事で掘り
出された割栗地業

解体工事の状況

旧本庁舎の松杭

引き抜いた
松杭

旧本庁舎の松杭

割栗石
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発行・お問い合わせ先

川崎市総務企画局本庁舎等整備推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地

TEL：044-200-0281
FAX：044-200-2110

市役所通りに面し
た工事現場の仮囲い
に完成予想図(左側)
を掲示しました。
あわせて川崎市の
ブランドメッセージ
や、ＤＲＡＧＯＮ７
６さんのストリート
アート(右側)もご覧
になってください。

定点全景：令和２年８月


